委任できる範囲・できない範囲 一覧表

委任状で代理できる行為と、本人でなければできない行為（一身専属的行為・要式行為）を整理しています。
民法第643条（委任）に基づき、委任できる範囲には原則として制限はありませんが、
法律上・性質上、代理が認められない行為があります（確認日：2026-05-28）。

1. 代理（委任）できる主な行為
以下の行為は原則として代理人に委任することができます。
	分類
	行為の内容
	備考・注意事項
	根拠

	行政手続き
	住民票・印鑑証明書・戸籍謄本の取得
	身分証コピーと委任状が必要
	民法643条

	行政手続き
	各種証明書の申請・受領
	市区町村窓口での確認推奨
	民法643条

	銀行手続き
	口座の解約・払戻（一般的な預金）
	各銀行の所定書式確認
	民法643条

	銀行手続き
	住宅ローン書類の提出・受領
	契約締結自体は本人確認が必要な場合あり
	民法643条

	不動産
	不動産売買契約書への署名（委任状+実印）
	登記代理は司法書士に限定
	民法643条

	不動産
	賃貸借契約書への署名・押印
	契約内容の事前確認が重要
	民法643条

	法律手続き
	弁護士への訴訟代理委任
	弁護士法第3条による
	民法643条

	法律手続き
	内容証明郵便の発送（弁護士・本人名義）
	非弁行為に注意
	民法643条

	相続
	銀行・登記手続きの書類収集・提出
	司法書士・弁護士への依頼推奨
	民法643条

	会社手続き
	株主総会・役員会への代理出席（委任状）
	定款の代理人資格制限要確認
	民法643条



2. 代理（委任）できない主な行為（一身専属的行為）
以下の行為は法律上または性質上、本人でなければできず、委任状での代理は無効・困難です。
	行為の種類
	代理できない理由
	根拠条文等

	婚姻・離婚
	婚姻届・離婚届の提出（当事者の意思確認が法律上不可欠）
	民法739条・764条

	遺言
	遺言書の作成（自筆証書遺言・公正証書遺言）
	民法975条

	養子縁組
	養子縁組の届出（本人の同意が必須）
	民法796条

	認知
	認知届の提出（父本人の意思表示）
	民法782条

	運転免許更新
	更新時講習の受講・適性検査（本人受講義務）
	道交法101条

	パスポート申請
	旅券の新規申請（原則として本人申請）
	旅券法3条

	印鑑登録
	印鑑登録の新規申請（本人意思確認が原則）
	各市区町村条例

	破産申立て
	免責許可申立て等の一部（本人の陳述・審尋が必要）
	破産法

	税務申告
	確定申告・法人税申告（税理士が代理する場合は税理士法適用）
	税理士法2条

	尋問・証言
	裁判所での尋問・証人尋問への回答
	民事訴訟法



3. 要式行為（特定の方式が必要なもの）
以下の行為は委任自体はできますが、委任状以外の追加書類・方式が必要です。
■ 公正証書の作成：公証人役場での本人確認または委任状+印鑑証明書が必要
■ 不動産登記：登記識別情報（権利証）+実印+印鑑証明書が必要
■ 相続放棄：家庭裁判所への直接申述が原則（弁護士代理は可）
■ 法定後見人の申立て：本人・配偶者・4親等内の親族等が申立て人となれる


※ 本表は2026-05-28時点の情報です。法律改正・判例変更により内容が変わる場合があります。
※ 具体的な委任の可否・方法については、弁護士・司法書士・行政書士にご相談ください。
※ 出典：民法（e-Gov: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089）




